
重点目標３－４ 生活の安全が守られているまち 
事 業 名 

事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

 

防犯灯維持管理費助

成事業・防犯灯工事

費助成事業 

 

地域振興部 

〈地域コミュニティ課〉

 

 

 

136,000  

(126,000) 

 
宮崎    127,837 

清武      8,163 

安全で安心なまちづくりを目指すため、自治会が設置・維持管理する防犯灯

の工事費及び維持管理費の一部を助成し、地域の防犯活動を支援します。 

 

○主な事業内容                    

補助の種類 1灯当たりの補助額 事業費 
維持管理費 

補助金 
10Ｗ以下 1,400円/年 

53,765 10Ｗを超え20Ｗ以下 1,800円/年 
40Ｗ以上 2,600円/年 

取替工事費補助金 上限 13,800円 74,120 
新設工事費補助金 上限 41,500円 7,911 
廃灯工事費補助金 上限  2,000円 104 

合計 135,900 
 ※取替工事費及び新設工事費の補助額にはＬＥＤ加算(7,500円)を含む。 

 

防犯対策事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

 

 

11,390 

(11,416) 

 
宮崎    8,810 

清武     2,580 

犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指すため、関係機関と連携を図り、

防犯啓発活動を実施し、地域の防犯意識の向上や防犯体制の強化に努めます。 

○主な事業内容 

・県防犯協会連合会負担金               331 

・県暴力団追放センター負担金      856 

・東諸県地区防犯協会負担金       841 

・宮崎市防犯協会連合会補助金       50 

・宮崎地区地域安全協会補助金      2,600 

・防犯灯維持費(4町域管理分)          6,240 

 

通学路防犯灯設置 

事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

 

2,200  

(2,250) 

生徒の通学時における安全の確保のため、周りに民家がなく、自治会では設

置が難しい中学校の通学路等に防犯灯を設置し、犯罪の抑止に努めます。 

  

○事業内容 

 ・防犯灯設置費(8灯分)          1,520 

・防犯灯維持費            680 

 

 
安全安心のまち 

づくり防犯カメラ 

設置支援事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

 

300  

(300) 

 

中心市街地における防犯機能の向上を図るため、平成26年度までに商店街等

がリースにより設置した防犯カメラについて、引き続きそのリースに係る費用

の一部を補助します。 

 

○事業内容 

 ・防犯カメラ設置補助(2商店街)     300 

 ・補助期間：平成25年度～平成30年度 

 

交通安全啓発・推進 

事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

1,300  

(1,350) 

 

 

 交通事故のない安全なまちづくりを目指すため、警察等関係機関と連携を図

り交通安全啓発活動を積極的に実施するなど、市民の交通安全意識を高め、交

通事故の減少に努めます。 

 

○主な事業内容 

 ・交通安全キャンペーンの実施(年4回) 

 ・交通安全市民のつどいの開催(9月) 
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重点目標３－４ 生活の安全が守られているまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

 

交通指導員活動事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

 

6,200 

(5,590) 

 

 

交通安全対策の一環として、交通指導員による地域の通学路等における街頭

指導や交通安全キャンペーンを行い、児童・生徒などの交通事故の減少に努め

ます。 

 

○交通指導員数 48人(平成28年11月末現在) 

 

○活動内容 

 ・朝夕の街頭指導(月6回) 

 ・交通安全キャンペーン等への参加             (交通安全キャンペーン) 

   

迷惑駐車防止対策 

事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

1,920  

(1,920) 

市民の安全で快適な生活環境を実現するため、迷惑駐車防止重点区域で指

導・啓発することにより、迷惑駐車を防止し、円滑な道路交通を確保します。 

 

○主な事業内容 

 ・啓発チラシ等を利用した迷惑駐車への指導・啓発 

 ・駐車場の案内など 

 

○迷惑駐車防止重点区域 橘通３丁目・高千穂通りの一部 

 

交通弱者交通安全 

教室事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

2,734 

(2,734) 

  

交通事故で亡くなられる方の約半数を占めている高齢者や、幼児などの交通

弱者の交通安全意識を高めるため、交通安全教室を開催して交通ルール等の理

解を深め、交通事故の被害防止に努めます。 

 

○主な事業内容 

 ・「交通安全教室」の開催 

幼児   179回(予定) 

   高齢者等 195回(予定) 

 

放置自転車対策事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

23,380  

(23,400) 

 
宮崎   23,162 

清武        218 

  

  

市民の良好な生活環境の確保、都市の美観の維持を図るため、放置禁止区域

及び公共の場所に放置されている自転車の移動・保管、自転車駐車場の適切な

維持管理を行い、放置自転車の防止に努めます。 

 

○主な事業内容 

 ・放置自転車整理指導業務等 

   禁止区域(中心市街地、宮崎駅・南宮崎駅周辺)における整理指導、 

   放置自転車の移動保管、返還業務 

 

 

葬祭センター等運営

事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

101,186  

(94,113) 

 

 

人生終焉の場である火葬場の適切な管理運営を図るため、施設や設備の補修

を行い、厳かな火葬業務を遂行します。 

 葬祭センターは、指定管理者による管理を行います。 

 

○主な事業内容 

 ・指定管理料                  75,212         

  指定管理者：文化・イージスグループ(平成29年4月～平成34年3月) 

 ・修繕・工事費等(火葬炉改修工事等)       22,500 

 ・東諸葬祭場運営費負担金            3,474 
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重点目標３－４ 生活の安全が守られているまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

 

市営墓地の管理運営 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

【公園墓地特会】 

【一般会計】 

 

78,638  

(68,272) 

 
宮崎   77,482 

清武     1,156 

宮崎みたま園、宮崎南部墓地公園、佐土原墓地公園、龍福寺墓園、木原墓地

等の市営墓地13か所の適切な管理運営を図るため、墓地共用部分の清掃や参道

の補修を行い、使用者が快適で、利用しやすい墓地環境を維持します。 

なお、宮崎みたま園、宮崎南部墓地公園については、指定管理者による管理

を行います。 

 

(1)公園墓地特別会計 

・宮崎みたま園指定管理料           21,956 

 指定管理者：ビー・アイ・ケーみたま(平成29年4月～平成34年3月) 

・宮崎南部墓地公園指定管理料         20,482 

指定管理者：グループやすらぎ(平成29年4月～平成34年3月) 

・旧市内墓地(みたま園・南部・毛久・戸林・倉之町・権現・瀬頭・ 

福島町・下原)            29,764 

・佐土原墓地公園                845 

・龍福寺墓園(高岡)               1,035 

・木原墓地(清武)               1,156 

(2)一般会計 

・旧市内墓地(桃山)                        3,400 

○新 

桃山墓地整備事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

【公園墓地特会】 

 

9,000  

 

 桃山墓地の環境改善を図るため、無縁墳墓を改葬し、参道、水場、花殻置場

等を整備します。 

 

○桃山墓地の概要 

 ・所在地：京塚２丁目 ・面 積：22,850.05㎡ 

・区画数：1,004区画 

○事業計画期間：平成29年度～平成31年度 

○主な事業内容：無縁墳墓等改葬 

○新 

宮崎南部墓地公園納

骨壇増設事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 
【公園墓地特会】 

 

      16,900  

 
 

 

 宮崎南部墓地公園納骨堂内の空きスペースに世帯式納骨壇を増設し、市民の

ニーズに沿った墓地供給を行います。 
 
○宮崎南部墓地公園納骨堂の概要 
 ・面積：1,073.07㎡ 
 ・区画数：世帯式納骨壇（563区画）、個人式納骨壇（405区画）、 

自動搬送式納骨壇（289区画） 
○事業内容 
 ・世帯式納骨壇の増設：154区画 
  

衛生害虫駆除事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

1,200  

(1,200) 

 

公衆衛生思想の普及向上とスズメバチ刺咬被害防止を図るため、蚊の駆除剤

配布やスズメバチの巣を駆除し、地域での感染症の発生を抑止するとともに、

市民の安全・安心な日常生活の確保を目指します。 

 

○主な事業内容 

 ・蚊の駆除剤購入                 200         

 ・スズメバチの巣の駆除（業務委託）       1,000 

 

計量行政事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

760  

(547) 

 

 市民の安全・安心な消費生活を確保するため、事業所等で取引・証明に使用

する計量器の定期検査と立入検査を実施し、必要に応じ指導等を行います。 

また、計量に関する啓発事業を行い、市民の意識向上を図ります。 

 

○主な事業内容 

 ・特定計量器定期検査(大淀川以南の事業所等) 

 ・計量モニター事業(募集人員20人) 

   モニターによる商品量目調査を行い、全国一斉商品量目立入検査の基礎

資料として活用するとともに、市民の計量知識・意識の向上を図ります。 
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重点目標３－４ 生活の安全が守られているまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

 

消費者行政推進事業 

 

地域振興部 

〈生活安全課〉 

 

3,240  

(2,900) 
 

 

 

 

 

 

 

 

消費者の安全・安心な生活を確保するため、消費生活に関する相談及び苦情

への対応を行うとともに、相談員のレベルアップや弁護士による無料法律相談

会を開催し、消費生活に関するトラブルの解決や消費者被害の未然防止に努め

ます。 

また、消費者の自立を支援するため、地域の団体や教育関係機関と連携し、

各年齢層に応じた消費生活出前講座等を行い、市民への消費者問題の啓発と消

費者教育の推進に努めます。 

 

○主な事業内容 

 ・消費生活相談 

 ・弁護士による消費生活無料法律相談 

   実施日 毎月第2木曜日、第4土曜日 

 ・消費生活出前講座 

・啓発用パンフレット等の配布 

 

 

食品衛生指導事業 

 

健康管理部 

〈保健衛生課〉 

 

5,500  

(5,990) 

安全で衛生的な「食」を確保するため、食品衛生法等に基づく施設の許認可

や監視指導を実施し、食品衛生指導員による自主管理のための調査指導や消費

者に対する啓発活動に取り組みます。 

 

○営業許可・登録施設数及び監視指導状況   (平成27年度末現在)     

許可を要する施設 許可を要しない施設 

許可施設数 延監視回数 登録施設数 延監視回数 

8,406 3,030 2,348 506 

 

○主な事業内容 

・食品衛生啓発巡回指導業務           1,743 

・営業許可更新等業務              1,330 

・食中毒予防推進事業(食品衛生月間強化)費補助金  310 

 

食品収去事業 

 

健康管理部 

〈保健衛生課〉 

 

287  

(287) 

 

 

  

市内に流通する食品の安全・安心を確保するため、「宮崎市食品衛生監視指導

計画」に従い、販売されている食品を収去して、細菌・理化学・食品添加物・

残留農薬等の検査を行います。 

 

○食品等収去計画数    (平成29年度) 

 検体数 

定期収去 150 

残留農薬等 53 
 

 

生活環境対策事業 

 

健康管理部 

〈保健衛生課〉 

 

600  

(665) 

 

衛生的な環境を確保するため、特定建築物(旅館、店舗等）・専用水道等の監

視指導、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく清掃業等の事

業登録及び温泉利用の許可を行います。 

  

○指導対象施設数                (平成27年度末現在)   

特定建築物 専用水道 簡易専用水道 温泉 遊泳用ﾌﾟｰﾙ 
159 3 551 40 24 
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重点目標３－４ 生活の安全が守られているまち 

事 業 名 
事業費 
(前年度) 

説   明         (単位：千円) 

 

環境衛生指導事業 

 

健康管理部 

〈保健衛生課〉 

 

1,670  

(1,670) 

衛生的で安全な市民生活を確保するため、生活衛生6業種(理容、美容、クリ

ーニング、興行場、旅館、公衆浴場)について、営業の許可及び監視指導等を実

施します。 

 

○生活衛生営業施設数              (平成27年度末現在)   

理容所 美容所 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所 興行場 旅館 公衆浴場 

385 886 300 12 165 80 

 

○主な事業内容 

・自主衛生管理促進事業              928 

  衛生水準の向上を図るため、生活衛生4業種(理容、美容、クリーニング、

旅館)について、生活衛生営業指導員による巡回指導を行います。 

・生活衛生関係営業適正運営促進事業費補助金    218 

  営業者組織の自主的な活動を促進し衛生措置の基準の遵守及び改善・向 

上を図るため、情報誌「生活衛生みやざき」の発行に対して補助を行いま 

す。 

 

○新 

動物愛護センター 

運営事業 

 

健康管理部 

〈保健衛生課〉 

 

 

30,000  

 

 

 

 

 

「人と動物が真に共生する地域社会づくり」のため、みやざき動物愛護セン

ターを拠点として、動物の適正な飼養管理の徹底と動物愛護精神の醸成を図り

ます。 

 

○主な事業内容 

 ・犬の登録及び狂犬病予防注射の推進 

 ・犬の捕獲、犬猫の適正飼養指導 

 ・負傷した犬猫の保護・治療 

 ・犬猫の譲渡の推進 

 ・動物愛護教室の開催 

 ・地域猫活動の支援 

          

 

保健環境検査事業 

 

健康管理部 

〈保健衛生課〉 

 

 

 

15,600  

(11,015) 

 

 

食品の安全を確認するため、食品衛生法に基づく食品収去検査を実施するほ

か、市民の健康保護と生活環境の保全を図るため、水質汚濁防止法に基づく環

境検査を実施します。 

 

○主な検査項目計画 

(1)食品収去検査                  7,222 

・細菌検査：生菌数、大腸菌群、サルモネラ、ブドウ球菌等 

 ・理化学検査：発色剤、着色料、保存料等 

 ・残留農薬検査：有機リン系殺虫剤等 

 (2)環境検査                    8,378 

・地下水の有害物質等の分析 

・工場排水の生活環境項目・有害物質等の分析 

 

衛生検査事業 

 

健康管理部 

〈保健衛生課〉 

 

6,950  

(8,300) 

 

 

感染症の蔓延防止及び食品等の安全確保のため、検査に必要な機器を整備す

るとともに、各種検査を迅速に実施します。 

 

○主な事業内容 

・感染症検査：腸管出血性大腸菌及びノロウイルスの検査 

・特定感染症検査：ＨＩＶ検査、梅毒検査等 

・食品衛生検査：食中毒検査、ノロウイルス遺伝子型検査等 

・家庭用品試験検査：ホルムアルデヒド検査等 
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